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対象者（次の全てを満たす方）
１．婚姻日が令和３年１月１日～令和４年３月31日
２．夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下
３．夫婦の前年所得額が400万円未満
４．過去に本補助金の交付を受けたことがない
５．夫婦いずれも町税等の滞納がない

対象経費 補助額
婚姻に伴う住居取得費または住居貸借費、
引越費用

補助率10/10
（１世帯につき上限30万円）

申請期間

令和３年５月上旬～令和４年３月31日
※受付開始日は決定次第、町ホームページでお知らせします。
※国の補助事業のため、予算に限りがあり、年度途中で受付を終了する場合があります。

申請方法
交付申請書と次の書類１～７を住民課に提出（６・７は該当する方のみ）
１．婚姻日が分かる書類（戸籍謄本等）
２．住所地が分かる書類（住民票の写し等）
３．所得証明書及び町税等の滞納がないこ

とを証する書類

４．対象経費の確認が取れる書類（契約書や領収書等）
５．個人情報確認同意書及び誓約書
６．貸与型奨学金の返還額が分かる書類
７．住宅手当支給証明書

※交付申請書・関係書類の一部は、窓口で配付するほか、町ホームページから 
ダウンロードできます。
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対象者（以下の全てを満たす方）
・伯耆町に住所を有する方
・がん治療を受けたまたは現在受けている方
・社会参加の促進または療養生活の質の向上を目的に、補助対象とな

る補整具を購入した方
・鳥取県がん患者の社会参加応援事業補助金交付要綱に基づく補助金

の交付決定を受けている方

助成内容
補助対象補整具の購入にかかった経費から県補助金を控除した額
※上限２万円（千円未満は切り捨て）

申請に必要なもの
⑴伯耆町がん患者の社会参加応援事業助成金交付申請書兼実績報告書
⑵伯耆町がん患者の社会参加応援事業助成金請求書
⑶鳥取県がん患者の社会参加応援事業補助金交付決定通知書の写し
⑷医療保険証の写し
⑸補助対象補整具の購入にかかる領収書の写し
⑹振込先の通帳

申請期限

県の交付決定を受けた年度の３月31日まで

申請・問い合わせ先  住民課　TEL 0859-68-3115

申請・問い合わせ先  健康対策課 健康増進室　TEL 0859-68-5536

　
新
婚
世
帯
の
新
居
の
取
得
・

貸
借
、
引
越
に
係
る
費
用
を
支

援
し
ま
す
。


